
 

平成２５年度 

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会 事業計画 
 

基本方針 
 

 平成２５年度は、２町２村の社会福祉協議会が合併し、飛騨市社会福祉協議

会が誕生してから１０年目を迎えます。 

 この間、誰もが住み慣れた場所で、健康で安心して暮らせる地域づくりを目

指して、地域福祉活動の推進に努めてまいりました。 

飛騨市における社会環境は、他地域同様、少子高齢化の進展や家族形態の多

様化、コミュニティ機能の低下が進む中で、公的制度だけでは解決できない

様々な福祉課題が発生しています。 

本会は「社会福祉法」に規定された公共性の高い「地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする団体」として位置づけられており、住民参加の地域福祉活動を

支える中核的な存在として、その役割を果たさなければなりません。 

本年度は、平成２５年３月に策定した５ヶ年計画「飛騨市地域福祉活動計

画」の初年度に当たります。本計画に掲げた基本理念「市民がいつまでも安心

して暮らせるまち ～みんなで広げよう地域支えあいの輪～」と、３つの基本

目標を実現するため、市をはじめ関係機関、地域、各種団体等と連携して、着

実な事業の展開に努めます。 

 

（３つの基本目標） 

  ①地域の活動と密接に連携した福祉の推進 

        ～お互いの顔が見える地域を育もう～ 

  ②地域の助け合いの土壌の輪を広げよう 

        ～身近な活動から生まれる地域のつながり～ 

  ③社会福祉協議会の周知と強化 

        ～より身近に、親しまれる社協～ 

 

平成２５年度重点目標 
 

 ①誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域福祉活動の推進や

見守りネットワーク体制の充実、ふれあいサロンの拡充等、地域に密着し

た福祉コミュニティ活動への運営支援を推進します。 

 

 ②住民の立場に立った利用者主体のサービス提供や、各種相談事業の質の向

上を図ります。 

 

 ③社会福祉協議会活動の周知を推進するため、広報紙をはじめとした情報提

供の多様化、地域住民参加事業の拡充、地域座談会等を進めながら、理事
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会・評議員会において地域別課題会議等を取り入れ、本会の運営体制及び、

事業基盤の強化を図ります。 

 

 

主要事業計画 

１ 法人運営事業 
 社会福祉協議会の活動は、住民の皆様からの会費収入が貴重な財源となっ

ており、寄付金・共同募金配分金・行政等からの補助金、受託金等と合わせ

て運営されています。 

 地域福祉活動をはじめとする各種事業の実施に関しましては、効率的、効

果的で安定した事業運営に努め、利用者主体の地域に密着した地域福祉活動

の充実に努めます。 

また、地域に根ざした福祉活動の理解促進を進める中で、新規会員の発掘

と補助事業等の積極的な利活用により、多様な財源確保を図りながら財政基

盤の安定に努めます。 

 

 新 ・役職員研修（地域別課題会議） 

   ・新会計基準に向けての準備 

  

２ 企画調査事業 
 社会福祉協議会の周知活動や地域福祉の啓発を推進し、福祉ニーズの把握

と、より実情に即した福祉事業の実施に努めます。 

本会の事業に対する理解促進を図るため、多様な情報媒体による広報・啓

発活動に努め、「福祉ひだ」の全戸配布、ホームページの活用等による積極

的な情報発信に努めます。 

 

拡 ・広報紙「福祉ひだ」の充実 

  ・ホームページ運用の充実 

 

３ 福祉推進事業 
各地域での支え合いによる福祉活動を基盤として、互助の精神を育み、住

みよい飛騨市が創出されるよう推進していきます。 

また、地域の自治会や振興会における近隣住民のふれあい活動や、異世代

交流活動などの取り組みを支援します。 

特に、要援護者等を支援するため「要援護者支援マップシステム」を活用
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しながら、区長等、民生児童委員、福祉委員、福祉協力員、ボランティア、

地域住民、行政等との「見守りネットワーク体制」を整え、重層的な支え合

い見守りネットワークの充実を図ります。 

 

○地域福祉活動の推進体制 

古川地区・・・各行政区に福祉委員を委嘱し、区長、民生児童委員等と連

携して行う見守り活動体制を確立します。また、福祉サービ

スや福祉に関する学習会、ひとりぐらし高齢者及び、高齢者

世帯の訪問活動等の地域福祉活動に支援を行います。 

 

神岡地区・・・各地区に福祉協力員を委嘱し、民生児童委員と連携して行

う見守り活動に支援を行います。また、各公民館単位で開催

される高齢者生きがいづくり活動や、安心安全な地域づくり

活動、異世代交流活動等への支援を行います。 

 

河合地区、宮川地区 

・・・各地区の民生児童委員が連携しながら実施する、見守り活  

動や地域福祉推進活動等への支援を行います。 

       また、地域の自治会（河合地区）や振興会（宮川地区）に

おける近隣住民のふれあい活動や、異世代交流活動などの取

り組みを支援します。 

 

 新 ・飛騨市内小中学校での地震体験車学習会 

 ・古川地区見守りネットワーク体制づくりの推進 

   ・神岡地区高齢者等在宅生活支援有償ボランティア事業実施 

   ・河合地区災害時助け合い意識研修会 

   ・河合、宮川地区防火点検実態調査 

 拡 ・宮川地区要援護者マップづくりの推進 

   ・「ふれあいサロン」の開設推進 

 

４ ボランティア活動事業 
 誰もがボランティア活動に参加できる福祉のまちづくりを目指して、ボラ

ンティアセンターを拠点として、活動のきっかけづくり、人材育成、ボラン

ティア団体相互の情報共有・連携がとれる体制作りを推進します。 

また、教育関係、企業、各種団体等が実施するボランティア・福祉教育に

かかわる活動を支援します。 
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 拡 ・「福祉ひだ」によるボランティア活動紹介 

 

５ 共同募金配分金事業 
 毎年、皆様の「たすけあいの心」に支えられながら、また格別のご協力を

いただき、共同募金活動を展開しております。本年度も、１０月１日から３

ヶ月間にわたり、地域・職場・団体等の協力を頂きながら、積極的な募金運

動が展開できるよう取り組みます。 

 また、共同募金配分金を活用して地域福祉向上のための各種支援活動を、

関係団体と連携しながら積極的に実施します。 

 

   ①赤い羽根共同募金運動 （１０月１日～１２月３１日） 

   ②歳末たすけあい募金運動（１２月１日～１２月３１日） 

 

 新 ・10 周年記念講演会 

   ・マスコットキャラクター（着ぐるみ等）の制作 

   ・給食サービスボランティア団体交流会 

 拡 ・ふれあい福祉推進事業助成の周知 

 

６ 総合相談事業 
 「出会いサポートセンター」にコーディネーターを配置し、結婚に関する

相談事業の充実や独身者研修などを実施します。また、各種関係団体等と連

携しながら、多様なサービスが提供できるサポートセンターを目指します。 

    

  継 ・独身男性研修 

 

７ 生活福祉資金貸付事業 
 岐阜県社会福祉協議会及び本会制度を活用し、低所得者の生活基盤安定へ

向けて支援を行います。 

   

８ 在宅福祉サービス事業（市委託事業） 

 高齢者や障がい者、子育て中の方々とその家族が、住み慣れた地域の中で

いつまでも健やかで安心して暮らすことができるよう、各種の在宅福祉サー

ビスを市から受託して実施します。 
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特に、障害者日中一時支援事業「なかよしキッズ」の運営においては、保

護者が安心して子供を預けられる運営に努め、平日の放課後や月３回の土曜

日、夏休み等の長期休暇預かりを行います。 

 

拡 ・「なかよしキッズ」土曜日預かり 月２回 → 月３回 

  

９ 地域福祉ネットワーク事業 
 弁護士による無料法律相談、心配ごと相談を定期的に実施し、さまざまな

相談や悩みごとの解決、支援を目的に各相談所を開設します。 

 また、飛騨市民生児童委員協議会、飛騨保護区保護司会、飛騨市ボランテ

ィア連絡会等の各種団体の事務局として、本会及び関係団体等との連携を図

りながら、円滑な組織運営を目指した支援を行います。 

  


